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1 市民参加の点検 

(1)対象事業 

市民の皆様に身近な広報、啓発、イベント関連等（83件 106本） 

(2)実施予定 

実施日 実施時間 実施会場 

平成 28年 7月 23日（土） 【午前】 

9時 00分～12時 00分 

【午後】 

13時 30分～16時 30分 

市原市議会棟 

第 1～4委員会室 

平成 28年 7月 24日（日） 

平成 28年 8月  6日（土） 

平成 28年 8月  7日（日） 

(3)点検方法 

①事業説明 事業概要や補足事項を簡潔に説明する 10分 

②質疑応答 
事業内容や実績等について質疑を行い、事業の在

り方、実施方法等を確認する 
40分 

③判定 
市民点検員の多数決により、「廃止・凍結」「要改

善」「継続」の 3区分で判定する 
10分 

計（１件当たりの点検時間の目安） 60分 

(4)点検体制 

①コーディネーター（1名） 

・構想日本から派遣された第三者の学識者 

②市民点検員（5名） 

・無作為抽出により 18 歳以上の市民 4000 名へ案内状を送付し、市民点検

員として応募のあった方（144名） ※応募率 3.6％ 

・男性 51％、女性 49％ 

・年齢は 18 歳から 86 歳まで。内訳は 10 代 3％、20 代 8％、30 代 14％、

40代 19％、50 代 13％、60 代 19％、70 代 21％、80代 3％ 

・事前研修会を 7月 3日（日）に実施済み（117名参加） 

③点検補助員 

・東海大学付属市原望洋高校の生徒 13名が参加予定。 

④説明員（数名） 

・市職員（課長相当職） 

 

 

 

の実施について 

平成 28年 7月 20日（水） 

問合先：総務部 総務課 
担 当：課長 高澤良英 

電 話：0436-23-9822 



 

2 職員による点検 

(1)対象事業 

市の裁量の余地がある政策的な事業（216件、288本） 

(2)実施予定 

実施日 実施時間 実施会場 

平成 28年 7月 14日（木） 
【午前】 

9時 00分～12時 00分 

【午後】 

13時 30分～16時 30分 

市原市議会棟 

第 1～4委員会室 

第一応接室、ロビ

ー 

平成 28年 7月 21日（木） 

平成 28年 7月 27日（水） 

平成 28年 8月  3日（水） 

平成 28年 8月 10日（水） 

(3)点検方法 

①事業説明 事業の要点や補足事項を簡潔に説明する 5分 

②質疑応答 
事業内容や実績等について質疑を行い、事業の在

り方、実施方法等を確認する 
35分 

③判定 
点検員の多数決により、「廃止・凍結」「要改善」

「継続」の 3区分で判定する 
5分 

計（１件当たりの点検時間の目安） 45分 

(4)点検体制 

①コーディネーター（1名） 

・市職員（次長・課長相当職） 

②点検員（5名） 

・市職員（次長・課長・課長補佐相当職） 

・点検補助員として、企画部・総務部・財政部の担当職員が参加 

③説明員（数名） 

・市職員（係長相当職） 

④3グループ 6班体制で点検 

・実施計画グループ 2班（第 4次実施計画掲載事業）、予算グループ 2班（補

助金等）、行財政改革アクションプラングループ 2班 

 

3 公開実施 

・市民参加の点検、職員による点検ともに公開します。 

 

4 点検結果の反映 

・点検結果は、随時、公表します。 

・点検結果は、総合計画における実行計画の事業選定、新年度予算編成、行

財政改革アクションプランの見直し等に反映し、その反映結果を平成 29年

2月頃に公開します。 

 
問合せ先 
総務部 総務課 行政改革推進室 

☎：23-9822、FAX：21-1720 

E-mail:gyoukaku@city.ichihara.chiba.jp 


